
安城市立幼保連携型認定こども園の管理に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

令和７年１２月２５日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第１０５号 

 

安城市立幼保連携型認定こども園の管理に関する規則の一部を改正す

る規則 

 

安城市立幼保連携型認定こども園の管理に関する規則（令和３年安城市規則第４

４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「令和３年安城市条例第２７号」の次に「。以下「条例」という。」を

加える。 

第２条第１号中「１号認定子ども」を「１号子ども」に改め、「。以下「法」と

いう。」及び「に該当する教育・保育給付認定子ども（法第２０条第４項に規定す

る教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。）」を削り、同条第２号中「２号

認定子ども」を「２号子ども」に、「法」を「子ども・子育て支援法」に改め、「

に該当する教育・保育給付認定子ども」を削る。 

第４条中「認定こども園」を「条例第２条第３項に規定する認定こども園」に改

める。 

第６条の見出しを「（教育及び保育を行う時間等）」に改め、同条中「認定こど

も園」を「条例第３条第１項の規定による利用に係る認定こども園」に、「保育時

間」を「保育を行う時間」に、「教育・保育給付認定子ども」を「子ども」に改め、

同条第１号中「１号認定子ども」を「１号子ども」に改め、同条第２号中「２号認

定子ども」を「２号子ども」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 保育関連事業に関して認定こども園を利用することができる時間は、市長が別

に定める。 

第７条第１項中「認定こども園」を「条例第３条第１項の規定による２号子ども

の利用に係る認定こども園」に改め、同条第２項中「１号認定子どもに係る」を「



条例第３条第１項の規定による１号子どもの利用に係る認定こども園の」に改め、

同条第３項を次のように改める。 

３ 保育関連事業に関して認定こども園を利用することができる日は、市長が別に

定める。 

第１０条の前の見出しを削り、同条及び第１１条を次のように改める。 

（利用の申込み） 

第１０条 認定こども園を利用しようとする子どもの保護者は、別に定めるところ

により市長に利用の申込みをしなければならない。 

（保育関連事業に係る料金の額） 

第１１条 条例第４条第２号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる保育

関連事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）一時預かり事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第７

項に規定する一時預かり事業をいう。次号において同じ。）のうち条例第３条

第１項の規定により認定こども園を利用する１号子どもに対し実施するもの 

１日につき、次の表の左欄に掲げる利用日の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

額 

利用日 日額 

月曜日から金曜日まで（休日（第７条第２項に規定

する休日をいう。以下この表において同じ。）を除

く。） 

２００円 

土曜日（休日を除く。） ３７５円 

休日 ８００円 

（２）一時預かり事業のうち前号に掲げる１号子ども以外の子どもに対し実施する

もの １日につき、次の表の左欄に掲げる子どもの年齢（当該年度の４月１日

における満年齢とする。）の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額 

年齢 日額 

０歳から２歳まで ２，０００円（土曜日にあっては１，０００円）

３歳以上 ７５０円（土曜日にあっては３５０円）

第１２条から第１６条までを削り、第１７条を第１２条とする。 

様式第１から様式第４までを削る。 

附 則 



この規則は、公布の日から施行する。 


